
古
川
町
寺
地
字
抜

土 古
川
町
寺
地
字
下

ノ
平

古
川
町
寺
地
字
田

ノ
上

古
川
町
寺
地
字
峠

ケ
洞

古
川
町
寺
地
字
土

洲
ケ
洞

新
た
に
画
す
る
字

第

二

千

十

六

号

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

古
川
町
寺
地
字
川
端
の
一
部

古
川
町
寺
地
字
川
端
の
一
部

古
川
町
寺
地
字
川
端
の
一
部

古
川
町
寺
地
字
洞
の
一
部

古
川
町
寺
地
字
西
ケ
洞
の
一
部

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
飛�
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
変
更

(

市

町

村

課)

三
七
ペ
ー
ジ

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

三
八

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

三
九

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

三
九

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

四
一

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜

県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

施
行
規
程
の
廃
止

(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会)

四
二

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
四
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

医
療
整
備
課)

四
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

(

農
地
計
画
課)

四
二

○(

次
期)

公
共
関
連
シ
ス
テ
ム
運
用
委
託
業
務
の
仕
様
書
案
に
対
す

る
意
見
招
請
に
関
す
る
公
告

(

技
術
検
査
課)

四
三

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

四
三

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

同

)

四
四

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

四
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
一
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛�

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
飛�
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場
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(
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翌
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平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日



揖
斐
郡
池
田
町
八
幡
字
神
明
ノ
木
二
七
〇

二
番
四

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
字
北
金
銀
堂
三

六
五
番
四

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
字
佐
用
八
八
五

番
九

位

置

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
西
四
丁
目
九
〇
番
四

及
び
九
一
番
四

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
流
一
七
四
〇
番
四

瑞
穂
市
本
田
字
大
正
二
〇
七
八
番
八

位

置�･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

西
建
築
第
八

五
号
の
一
三

西
建
築
第
八

五
号
の
一
二

西
建
築
第
八

五
号
の
一
一

指
定
番
号

岐
建
築
第
一

二
号
の
一
四

岐
建
築
第
一

二
号
の
一
三

岐
建
築
第
一

二
号
の
一
二

指
定
番
号

同��･�� 同��･�� 平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

同��･� 同��･�� 平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

中
津
川
市
駒
場
字
松
源
寺
一
五
〇
八
番
二

九
〇
及
び
一
五
〇
八
番
二
九
四

位

置

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
五
丁
目
一
二
七
番
四

関
市
市
平
賀
字
北
後
二
四
一
番
一
四

関
市
十
六
所
四
七
番
八

関
市
上
白
金
字
西
浦
二
三
三
番
九

加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
岩
越
五
五
三
番
一

三 可
児
郡
御
嵩
町
伏
見
戌
亥
畑
一
一
六
六
番

一
四
、
一
一
六
六
番
一
五
、
一
一
六
六
番

一
七
、
一
一
六
六
番
一
八
、
一
一
六
六
番

二
〇
、
一
一
六
七
番
二
〇
及
び
一
一
六
七

番
二
一

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
字
辻
ヶ
鼻

一
五
六
八
番
四

加
茂
郡
八
百
津
町
伊
岐
津
志
字
八
代
一
三

一
一
番
五

加
茂
郡
八
百
津
町
伊
岐
津
志
字
宮
口
一
二

五
九
番
七
、
一
二
五
三
番
三
、
一
二
五
九

番
一
地
先
法
定
外
公
共
物(

道
路)

の
一

部 関
市
小
瀬
字
高
山
一
三
六
五
番
一
二

関
市
巾
二
丁
目
二
七
三
番
九

位

置

養
老
郡
養
老
町
五
日
市
字
柳
原
三
三
五
番

四

�･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･����･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･��
東
建
築
第
三

八
号
の
一
三

指
定
番
号

中
建
築
第
二

九
号
の
二
三

中
建
築
第
二

九
号
の
二
一

中
建
築
第
二

九
号
の
二
〇

中
建
築
第
二

九
号
の
一
九

中
建
築
第
二

九
号
の
一
八

中
建
築
第
二

九
号
の
一
七

中
建
築
第
二

九
号
の
一
六

中
建
築
第
二

九
号
の
一
五

中
建
築
第
二

九
号
の
一
四

中
建
築
第
二

九
号
の
一
三

指
定
番
号

西
建
築
第
八

五
号
の
一
四

平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

同��･��

県
庁
及
び
飛�
市
役
所

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
か
ら

同

年
二
月
十
日
ま
で

岐
阜
県
告
示
第
三
十
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
建
築
事
務
所

西
濃
建
築
事
務
所

中
濃
建
築
事
務
所

東
濃
建
築
事
務
所
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渡
辺
公
夫
(き
み
お
)
後
援
会

水
野
た
け
お
後
援
会

ハ
タ
ノ
こ
う
め
後
援
会

江
上
せ
い
じ
を
育
て
る
会

維
新
政
党
新
風
岐
阜
県
本
部

政
治
団
体
の
名
称

小
栗
啓
一

國
仙
明
宏

鈴
木
芳
男

岩
田
司
朗

加
藤

優

代
表

者

の
氏

名

伊
佐
次
利
之

藤
垣
直
也

岩
田
英
稔

江
上
裕
子

杉
平
伸
博

会
計
責
任
者

の
氏

名

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
1729―

１

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町
５
―
18―
１
―

105

各
務
原
市
川
島
小
網
町
2144―

55

不
破
郡
垂
井
町
府
中
1492―

45

岐
阜
市
加
野
７
―
12―
14

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

自
由
民
主
党
岐
阜

県
第
五
選
挙
区
支

部 自
由
民
主
党
岐
阜

県
参
議
院
選
挙
区

第
一
支
部

政
治
団
体
の
名
称

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

異
動

事
項

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

新

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

旧

(
道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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志
泉
会

坂
内
地
区
棚
橋
泰

文
後
援
会

県
民
が
主
人
公
の

岐
阜
県
政
を
つ
く

る
会

神
岡
の
明
日
を
考

え
る
会

金
子
一
義
後
援
会

金
子
会
飛
騨
連
合

会 大
野
町
棚
橋
泰
文

後
援
会

大
垣
市
棚
橋
泰
文

後
援
会

伊
東
靖
英
後
援
会

民
主
党
岐
阜
県
第

２
区
総
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第

１
区
総
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
第
四
選
挙
区
支

部

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地 (公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
か
つ

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

杉
坂
好
一

岐
阜
市
真
砂
町
10―
６

千
手
堂
ビ
ル

飛�
市
神
岡
町
麻
生
野

304

山
本
英
樹

神
岡
の
明
日
を
考
え
る

会 高
山
市
岡
本
町
２
―
１
―

６ 高
山
市
岡
本
町
２
―
１
―

６ 馬
渕
和
三

足
立
敬
子

恵
那
市
飯
地
町
702

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

高
山
市
岡
本
町
２
―
１
―

６

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

清
水

稔

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
―

１ 飛�
市
神
岡
町
船
津
20

08―
12

蒲
茂
太
郎

船
坂
勝
美
後
援
会

高
山
市
昭
和
町
１
―
10

0―
１

高
山
市
昭
和
町
１
―
10

0―
１

杉
山
誠
治

小
森
典
夫

恵
那
市
飯
地
町
185―

１ 国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

高
山
市
昭
和
町
１
―
10

0―
１

藤
井
孝
男
後
援
会

連
合
会

橋
本
べ
ん
(勉
)

政
経
研
究
会

濃
飛
政
治
経
済
研

究
会

藤
友
会

高
山
金
子
会

関
市
古
田
は
じ
め

を
育
て
る
会

関
ヶ
原
ふ
じ
つ
か

守
後
援
会

税
理
士
に
よ
る
藤

井
孝
男
後
援
会

白
鳥
町
藤
井
孝
男

後
援
会

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

(公
職
の
種
類
)

藤
井
孝
男

参
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

橋
本

勉
衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
か
つ

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

藤
井
孝
男

参
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

佐
藤
ゆ
か
り

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

高
山
市
岡
本
町
２
―
１
―

６ 関
市
本
町
２
―
26
い

ろ
は
ビ
ル

衣
斐
正
良

藤
井
孝
男

参
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

郡
上
市
白
鳥
町
中
津
屋

389―
８

田
中
和
幸

柴
橋
正
直

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

高
山
市
昭
和
町
１
―
10

0―
１

関
市
東
門
前
町
６

生
駒
敏
幸

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

郡
上
市
白
鳥
町
向
小
駄

良
上
島
953

鷲
見

馨
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古
屋
け
い
じ
を
囲
む
会
SK
S

福
岡
古
屋
圭
司
後
援
会

野
田
聖
子
後
援
会
連
合
会
鏡
島
支
部

土
本
知
治
を
育
て
る
会

付
知
古
屋
圭
司
後
援
会

多
治
見
市
古
屋
会
花
ク
ラ
ブ

坂
下
古
屋
圭
司
後
援
会

下
呂
市
北
部
古
屋
圭
司
後
援
会

下
呂
市
古
屋
圭
司
を
育
て
る
会

郡
上
市
東
部
古
屋
圭
司
後
援
会

木
村
た
け
じ
後
援
会

可
児
加
茂
古
屋
圭
司
後
援
会
連
合
会

明
智
町
古
屋
圭
司
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

早
川
克
彦

渡
辺
修
美

森
島
市
之
亟

山
本
和
典

田
口

尚

市
原
達
比
古

吉
村
俊
広

今
井
一
男

熊
崎
徹
三

岸
山
晴
彦

松
尾
国
和

中
村

悟

阿
部�

秉

代
表

者

の
氏

名

吉
村
典
恭

森
益
基

服
部

進

林
秀
春

森
益
基

高
木
松
雄

吉
村
郁
夫

辻
正
則

野
村
博
通

森
益
基

高
橋
貞
光

渡
辺
新
平

堀
忠
治

会
計
責
任
者

の
氏

名

中
津
川
市
坂
下
744―

20

中
津
川
市
高
山
1032―

２

岐
阜
市
鏡
島
123

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
380

中
津
川
市
付
知
6859―

３

多
治
見
市
白
山
町
４
―
７
―
１

中
津
川
市
坂
下
315

下
呂
市
萩
原
町
宮
田
1728

下
呂
市
湯
之
島
234―

４

郡
上
市
八
幡
町
新
町
933

揖
斐
郡
大
野
町
大
野
742―

25

可
児
市
下
恵
土
368

恵
那
市
明
智
町
482―

８

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

10月
31日

平
成
20年

12月
４
日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

12月
22日

平
成
20年

11月
30日

平
成
20年

11月
30日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程(

平
成
十
六
年
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号)

は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

戸

部

一

秋

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
お
む
ら
さ
き
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

日
下
部

護

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
下
呂
市
萩
原
町
奥
田
洞
字
島
尻
一
六
一
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
下
呂
市
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
自
然
・

環
境
・
文
化
・
福
祉
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
健
康
で
住
み

や
す
い
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
平
成
20年
度
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
第
４
四
半
期
分
ボ
イ
ラ
ー
用

燃
料
重
油
JIS１

種
１
号
約
500�

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
20年
１
月
11日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
20年
12月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
県
多
治
見
市
本
町
５
丁
目
35番
地

大
岐
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
大
下
忠
夫

６
落
札
金
額
44,625円

／�
７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
事
務
局
総
務
課
管
財
担
当

�
所
在
地
多
治
見
市
前
畑
町
５
丁
目
161番

地

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
揖
斐
西
部
地
区
奥
原
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
か
ら

同

年
二
月
十
八
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

第２０１６号 岐 阜 県 公 報 平成21年１月20日 ( )42



揖
斐
川
町
役
場

○(
次
期)

公
共
関
連
シ
ス
テ
ム
運
用
委
託
業
務
の
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
招
請
に
関
す
る
公

告

(

次
期)

公
共
関
連
シ
ス
テ
ム
運
用
委
託
業
務
に
つ
い
て
仕
様
書
案
の
作
成
が
完
了
し
ま
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
を
招
請
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

(次
期
)
公
共
関
連
シ
ス
テ
ム
運
用
委
託
業
務
一
式

２
意
見
の
提
出
方
法
等

�
提
出
期
限
平
成
21年
２
月
20日

(金
)
午
後
５
時
(郵
送
の
場
合
は
必
着
の
こ
と
｡)

�
提
出
先
〒
500―

8570
岐
阜
県
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
県
土
整
備
部
技
術
検
査
課
建
設
情
報
担
当

電
話
058―

272―
1111

(内
線
3630・

3631)

�
提
出
方
法
仕
様
書
案
と
と
も
に
交
付
す
る
様
式
(仕
様
書
案
に
対
す
る
意
見
書
)
に
意
見
等

を
記
入
し
､
２
の�
ま
で
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
｡

３
仕
様
書
案
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

�
交
付
期
間
平
成
21年
１
月
20日

(火
)
か
ら
平
成
21年
２
月
20日

(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
交
付
場
所
２
の�
に
同
じ
｡

４
意
見
招
請
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
２
の�
に
同
じ
｡

５
Sum
m
ary

�
Subject

of
the
m
aterials

to
be
put
forw
ard
for
com
m
ent*:

Proposal
for
a
package

of
services

including
the
operation

and

m
aintenance

of
public

w
orks

m
anagem

ent
com
puter

system
s

�
D
ate
and

tim
e
for
the
distribution

of
m
aterials

for
com
m
ent:

Every
day

from
9:00

a.m
.
to
5:00

p.m
.
from

20
January

2009
through

20
February

2009

(excluding
w
eekends

and
national

holidays)

�
D
eadline

for
the
subm

ission
of
am
endm

ents
and

additions
to
the

m
aterials

for
com
m
ent:

5:00
p.m
.
20
February

2009

Subm
issions

sent
by
m
ail
m
ust
also

be
received

by
this

tim
e.

�
For

further
inform

ation,
please

contact:

C
onstruction

Inform
ation

Section,
C
onstruction

Technology
Inspection

D
ivision,

D
epartm

ent
of
Prefectural

Land
M
anagem

ent

G
ifu
Prefectural

G
overnm

ent,
2-1-1

Yabuta-m
inam

i,
G
ifu
C
ity,

G
ifu
Prefecture,

500-8570
JAPAN

Tel:
058-272-1111

Ext.3630,
3631

*B
ids
and

tenders
m
ay
or
m
ay
not
be
called

for
depending

on
the

opinions
and

com
m
ents

received.

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
寺
地
及
び
笹
ヶ
洞
の
一
部(

寺
地
・
笹
ヶ
洞
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
寺
地
及
び
笹
ヶ
洞
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
寺
地
及
び
笹
ヶ
洞
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
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同
岐
建
築
第
九
五
号
の
八

同
二
〇
・
一
〇
・
一
〇

同
岐
建
築
第
九
五
号
の
三

同
二
〇
・

七
・

三

同
岐
建
築
第
九
五
号
の
二

同
二
〇
・

六
・
一
三

同
岐
建
築
第
二
六
号
の

一
一

同
二
〇
・

九
・
一
九

岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
三
四

号
の
一
九
三
〇
〇
一

平
成
一
九
・

九
・
一
三

同
岐
建
築
第
三
六
号
の

一
九
三
〇
〇
四

同
二
〇
・

八
・
二
五

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

同

市
馬
場
上
光
町
三
丁
目
一
三
八
番
三
、

一
三
九
番
一
、
一
四
〇
番
及
び
一
四
一
番

同

市
只
越
字
村
前
一
〇
一
九
番
一
及
び
一

〇
二
〇
番
一

瑞
穂
市
只
越
字
沖
ノ
平
八
九
七
番
一
か
ら
八

九
七
番
五
ま
で
、
八
九
八
番
一
、
八
九
八
番

二
、
八
九
九
番
一
か
ら
八
九
九
番
四
ま
で
及

び
九
〇
〇
番
一

本
巣
市
小
柿
字
竹
橋
七
六
八
番
一
外
六
一
筆

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

同 同 道
路

道
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

公
共
施
設
の

種
類

同 同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

愛
知
県
一
宮
市
東
出
町
七
番
地
一

株
式
会
社
エ
サ
キ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

江�
光

彦

大
垣
市
牧
野
町
一
丁
目
二
九
三
番
地
一

岡
本
住
建
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡

本

雅

量

岐
阜
市
宇
佐
南
三
丁
目
三
番
一
七
号

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長

鈴

木

博

巳

瑞
穂
市
只
越
八
九
七
番
地
一

廣

瀬

輝

彦

鳥
取
県
鳥
取
市
大
覚
寺
七
七
番
地
八
三

株
式
会
社
モ
ー
ニ
ン
グ
カ
ー
ム

代
表
取
締
役

松

田

鐘

文

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
大
垣
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
下
水
道

大
垣
市
公
共
下
水
道

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
中
建
築
第
四
二
号

同
二
〇
・

八
・
二
五

同
西
建
築
第
五
六
号
の
七

同
二
〇
・

四
・
一
一

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
三

同
二
〇
・

九
・
二
九

同
西
建
築
第
五
六
号
の
六

同
二
〇
・

三
・
二
五

同
西
建
築
第
五
〇
号
の
四

同
二
〇
・

七
・
一
五

同
西
建
築
第
四
九
号

同
二
〇
・

七
・

七

同
岐
建
築
第
九
七
号
の
三

同
二
〇
・

七
・

八

美
濃
市
大
字
乙
狩
字
五
軒
家
一
〇
九
二
番
、

一
〇
九
六
番
、
一
〇
九
九
番
、
一
一
〇
一
番

一
、
一
一
〇
一
番
二
、
二
六
五
八
番
一
、
一

〇
九
六
番
地
先
法
定
外
公
共
物(

水
路)

同

市
同

字
寿
々
洞
一
一
一
五
番
、

一
一
一
五
番
地
先
法
定
外
公
共
物(

道
路)

、

一
一
一
七
番
、
一
一
二
五
番
、
一
一
二
五
番

地
先
法
定
外
公
共
物

(

道
路)

、
一
一
二
六

番
三
、
一
一
二
六
番
四
、
一
一
二
八
番
二
、

一
一
二
九
番
一
〇
、
一
一
二
九
番
一
一
、
一

一
三
〇
番
四
、
一
一
三
一
番
二
、
一
一
三
二

番
地
の
一
、
一
一
三
二
番
四
、
一
一
三
六
番
、

一
一
三
七
番
二

同

市
同

字
名
古
平
二
〇
〇
五
番
の

一
部
、
二
〇
〇
六
番
の
一
部
及
び
二
〇
〇
七

番
の
一
部

同

郡
同

町
本
郷
字
北
瀬
古
四
三
九
番
四
、

四
四
〇
番
一
、
四
四
〇
番
二
の
一
部
、
四
四

〇
番
三
、
四
四
〇
番
四
、
四
四
〇
番
五
、
四

四
一
番
一
、
四
四
一
番
二
、
四
四
一
番
三
、

四
四
一
番
四
、
四
四
一
番
五
、
四
四
一
番
六

及
び
四
四
一
番
七

揖
斐
郡
池
田
町
段
字
貝
篭
二
一
二
番
、
二
一

三
番
、
二
一
四
番
、
二
一
五
番
一
及
び
二
一

五
番
二

安
八
郡
神
戸
町
大
字
川
西
字
大
道
西
五
六
番

二
の
一
部
、
五
六
番
三
、
五
六
番
四
及
び
五

六
番
八

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
字
番
切
四
八
八
一
番
二

外
一
六
筆
及
び
町
有
財
産(

水
路)

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
五
反
田
一
五
四
四
番

及
び
一
五
四
五
番

道
路
、
緑
地
、

水
路

道
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

同 道
路

道
路
、
水
路
、

緑
地
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

同

同 同 同 同 同 同

岐
阜
市
若
福
町
八
番
七
号

株
式
会
社

東
亜

代
表
取
締
役

森

武

三
重
県
鈴
鹿
市
稲
生
町
九
四
七
九
―
五
八

株
式
会
社
富
士
観
光

代
表
取
締
役

中

村

玉

子

同

郡
同

町
大
字
末
守
字
長
池
三
七
七
の
一

コ
ダ
マ
樹
脂
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

児

玉

俊

一

安
八
郡
神
戸
町
大
字
川
西
五
六
番
地

太
陽
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮

川

茂

樹

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
三
八
字
三
三
番

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤

永

賢

一

羽
島
郡
笠
松
町
門
前
町
七
八
番
地
一

高
橋
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高

橋

直

樹
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平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
印
刷

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


